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令 和 ２ 年 度 
 

法人税関係法令の改正の概要 

社会保障・税番号制度〈マイナンバー制度〉について 
 

 社会保障・税・災害対策分野において、行政手続の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・
公正な社会を実現することを目的として、マイナンバー制度が導入されました。法人税及び地方法人税について
も、税務署に申告書や申請書等を提出する際には、原則として、その申告書等に法人番号の記載が必要です。 
 国税のマイナンバー制度に関する情報については、国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度〈マイナンバ
ー〉」をご覧ください。 
 

  

法人番号の検索・閲覧について 
 

 法人番号は、国税庁法人番号公表サイトで公表しています。 

 
  


